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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が流下可能な遊技領域を前面に備え、複数の釘が打ち込まれた遊技板と、
　前記遊技領域を包囲する包囲壁と、
　前記遊技領域内に遊技球を進入させるための進入口と、
　前記遊技領域を流下する遊技球が前記進入口から逆流することを規制する球戻り防止部
材と、
　前記包囲壁の一部をなし、前記進入口から下方へ円弧状に延びた円弧レールと、
　前記遊技板の前面から突出し、前記遊技領域に打ち込まれた遊技球を下方へと案内可能
な遊技領域内突壁と、を備えた遊技機において、
　前記遊技領域内突壁の左外側面には、
　前記円弧レールと並んで延びる左サイド部と、
　前記左サイド部より上流側に設けられ、左下がりに傾斜した左上傾斜部と、
　前記左上傾斜部と前記左サイド部との間を接続し、前記左上傾斜部全体の勾配より緩い
勾配で左下がりに傾斜した段差傾斜部と、が備えられ、
　これら前記左サイド部、前記段差傾斜部及び前記左上傾斜部には、前記遊技領域側に遊
技球１球分程度の幅で張り出し、前記遊技板の上に重ねられるフランジ部が設けられ、
　前記球戻り防止部材は、前記進入口を開閉する開閉部材と、前記開閉部材を支持する支
持ベースと、を備え、
　前記支持ベースは、前記左サイド部の上端部と対向し、
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　前記遊技領域は、前記支持ベースと前記左サイド部の上端部との間に形成された絞り部
と、前記絞り部の上流側に位置し、前記円弧レールの上端部と前記段差傾斜部との間に形
成された拡張部と、を有し、
　前記フランジ部の外縁部に沿って複数の前記釘が配設され、かつ前記拡張部及び前記絞
り部には、前記釘が配設されていない、ことを特徴とする遊技機である。
【請求項２】
　前記フランジ部の外縁部に沿って配設される前記釘により遊技球の前記フランジ部への
進入が規制される規制部が複数形成されると共に、複数の前記規制部の間には遊技球の前
記フランジ部への進入を許容する遊技球１球分の幅の進入部が形成されている、ことを特
徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技板の前面に遊技球が流下可能な遊技領域を有し、その遊技領域内に遊技
板の前面から突出した遊技領域内突壁を備えた遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の遊技機として、遊技領域内突壁が表示装置を囲むように設けられていて
、その遊技領域内突壁の左上部には、遊技領域に撃ち込まれた遊技球を受け止めて下方へ
と案内する凹部が形成されたものが知られている。凹部に受け止められた遊技球は、遊技
領域内突壁上を転動した後、遊技領域における左側流下領域へと向かい、左側流下領域に
配置された複数の釘によってランダムに下方へと流下していく（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－０４８９３２号公報（図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、遊技球が遊技領域内突壁から左側流下領域
へと流下する際に、勢いよく釘に衝突し、度重なる衝突の結果、釘が破損してしまうとい
う問題があった。
【０００５】
　　本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、遊技球の衝突による釘への負荷を軽減
することが可能な遊技機の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明は、遊技球が流下可能な遊技領域を
前面に備え、複数の釘が打ち込まれた遊技板と、前記遊技領域を包囲する包囲壁と、前記
遊技領域内に遊技球を進入させるための進入口と、前記遊技領域を流下する遊技球が前記
進入口から逆流することを規制する球戻り防止部材と、前記包囲壁の一部をなし、前記進
入口から下方へ円弧状に延びた円弧レールと、前記遊技板の前面から突出し、前記遊技領
域に打ち込まれた遊技球を下方へと案内可能な遊技領域内突壁と、を備えた遊技機におい
て、前記遊技領域内突壁の左外側面には、前記円弧レールと並んで延びる左サイド部と、
前記左サイド部より上流側に設けられ、左下がりに傾斜した左上傾斜部と、前記左上傾斜
部と前記左サイド部との間を接続し、前記左上傾斜部全体の勾配より緩い勾配で左下がり
に傾斜した段差傾斜部と、が備えられ、これら前記左サイド部、前記段差傾斜部及び前記
左上傾斜部には、前記遊技領域側に遊技球１球分程度の幅で張り出し、前記遊技板の上に
重ねられるフランジ部が設けられ、前記球戻り防止部材は、前記進入口を開閉する開閉部
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材と、前記開閉部材を支持する支持ベースと、を備え、前記支持ベースは、前記左サイド
部の上端部と対向し、前記遊技領域は、前記支持ベースと前記左サイド部の上端部との間
に形成された絞り部と、前記絞り部の上流側に位置し、前記円弧レールの上端部と前記段
差傾斜部との間に形成された拡張部と、を有し、前記フランジ部の外縁部に沿って複数の
前記釘が配設され、かつ前記拡張部及び前記絞り部には、前記釘が配設されていない、こ
とを特徴とする遊技機である。
　請求項２の発明は、前記フランジ部の外縁部に沿って配設される前記釘により遊技球の
前記フランジ部への進入が規制される規制部が複数形成されると共に、複数の前記規制部
の間には遊技球の前記フランジ部への進入を許容する遊技球１球分の幅の進入部が形成さ
れている、ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機である。
【０００７】
　この構成によれば、左上傾斜部が左上傾斜部より勾配の緩い段差傾斜部に連絡している
ので、左上傾斜部上を転動した遊技球が段差傾斜部に至ると、段差傾斜部に衝突して遊技
球の流下速度が落ちる。これにより、遊技領域内突壁から流下する遊技球の流下速度を抑
えることが可能となる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、左上傾斜部が左上傾斜部より勾配の緩い段差傾斜部に連絡しているの
で、左上傾斜部上を転動した遊技球を段差傾斜部にて流下速度を落とすことができ、遊技
領域内突壁から流下する遊技球の流下速度を抑えて、釘にかかる負荷を軽減することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る遊技機の正面図
【図２】遊技板の正面図
【図３】遊技板の斜視図
【図４】表示装飾枠の拡大正面図
【図５】遊技板の拡大正面図
【図６】遊技板の拡大正面図
【図７】変形例に係る表示装飾枠の正面図
【図８】変形例に係る表示装飾枠の正面図
【図９】変形例に係る表示装飾枠の正面図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明をパチンコ遊技機に適用した一実施形態を図１～図６に基づいて説明する
。図１に示すように、本実施形態に係るパチンコ遊技機１０（以下、単に、「遊技機１０
」という。）は、図２に示す遊技板１１を、遊技機１０の前面に開閉可能に取り付けられ
た前面枠１０Ｚで覆ってなり、その前面枠１０Ｚに形成されたガラス窓１０Ｗを通して、
遊技板１１の前面に形成された遊技領域Ｒ１の全体が視認可能となっている。
【００１７】
　前面枠１０Ｚのうちガラス窓１０Ｗより下方には、上皿２６と下皿２７が上下２段にし
て設けられ、下皿２７の右側には、操作ハンドル２８が備えられている。操作ハンドル２
８を回動操作すると、上皿２６に収容された遊技球が遊技領域Ｒ１に向けて弾き出される
。なお、上皿２６に備えた球排出ボタン（図示せず）を押すと上皿２６に収容されている
遊技球が下皿２７へと移動する。
【００１８】
　図２に示すように、遊技板１１の前面からは、遊技領域Ｒ１を包囲するガイドレール１
２（本発明の「包囲壁」に相当する。）が突出している。ガイドレール１２は、円弧状に
湾曲した第１レール１２Ａ及び第２レール１２Ｂと、緩衝部材１２Ｃと板支持部５０とで
構成されている。第１レール１２Ａは、遊技領域Ｒ１の周縁部のうち上側の略１／４円周
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分を除いた部分に沿わせて配置され、第１レール１２Ａの左側端部には板支持部５０が第
１レール１２Ａを延長してなる架空円弧に沿って配置されている。第２レール１２Ｂの一
端部は、第１レール１２Ａの最下部に対して左側方に配置され、第２レール１２Ｂの他端
部は、第１レール１２Ａの右側端部に対して遊技球１～２球分、上方に離れた位置に配置
されている。そして、第１レール１２Ａと第２レール１２Ｂとの右側端部同士の間は、例
えば、樹脂製の緩衝部材１２Ｃによって閉塞されている。また、板支持部５０と第２レー
ル１２Ｂの中間部との間には、遊技球１～２個分の隙間が設けられ、これにより、遊技領
域Ｒ１の左上縁部に、遊技領域Ｒ１内に遊技球を進入させるための進入口１２Ｋ（本発明
に係る「進入部」に相当する。）が形成されている。
【００１９】
　図６に示すように、進入口１２Ｋには、進入口１２Ｋを塞ぐように可撓規制板１２Ｌが
突出している。可撓規制板１２Ｌは板支持部５０にて支持され、遊技球が進入口１２Ｋ内
に逆流することを規制している。そして、板支持部５０と可撓規制板１２Ｌにより球戻り
防止部材５３が構成されている。操作ハンドル２８の回動操作により遊技領域Ｒ１に向け
て遊技球が発射されると、遊技球が可撓規制板１２Ｌを遊技領域Ｒ１側に撓ませて遊技領
域Ｒ１内に進入し、その後、第２レール１２Ｂのうち進入口１２Ｋより上方部分の円弧状
案内部１２Ｄによって右斜め上方に案内される。
【００２０】
　図２に示すように、遊技板１１のうち遊技領域Ｒ１の中央には、表示開口１１Ｈが貫通
形成されており、その表示開口１１Ｈに遊技板１１の裏面側から表示装置３０が対向して
いる。表示装置３０は、例えば、液晶モジュールで構成され、その前面が遊技に関する演
出を行う表示画面３０Ｇとなっている。
【００２１】
　図３に示すように、遊技板１１の前面中央には、表示画面３０Ｇを囲むように表示装飾
枠２３が取り付けられている。表示装飾枠２３は、遊技板１１の前面側から表示開口１１
Ｈに嵌め込まれて、表示開口１１Ｈの内側に張り出すと共に、表示開口１１Ｈの外縁部に
沿って遊技板１１の前面から遊技領域内突壁４０を突出させている。これにより、遊技領
域Ｒ１を流下する遊技球が、表示装飾枠２３の前側を通過して表示装飾枠２３の内側に進
入しないように構成されている。
【００２２】
　表示装飾枠２３は、図２に示すように、遊技領域Ｒ１の横方向の中間且つ上端寄り部分
に配置され、遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の左側方に遊技球が流下可能な左側流下
領域Ｒ２が形成される一方、表示装飾枠２３の右側方に遊技球が流下可能な右側流下領域
Ｒ４が形成されている。遊技領域内突壁４０のうち上端部から右上部にかけては第２レー
ル１２Ｂに沿って延びた上側案内部４１になっていて、この上側案内部４１と第２レール
１２Ｂとの間に遊技球が１つずつ通過可能な上側連絡流路２５Ｒが形成され、上側連絡流
路２５Ｒの終端部が右側流下領域Ｒ４に連絡している。また、表示装飾枠２３の下方には
、左側流下領域Ｒ２と右側流下領域Ｒ４とが連絡した下側流下領域Ｒ３が形成されている
。
【００２３】
　左側流下領域Ｒ２には、風車１９が設けられ、左側流下領域Ｒ２を流下してきた遊技球
の進路を中央側へ変更して下側流下領域Ｒ３へと案内可能になっている。右側流下領域Ｒ
４には、始動ゲート１８が設けられると共に、始動ゲート１８の下方に第１大入賞口１５
Ａが設けられている。
【００２４】
　下側流下領域Ｒ３の横方向中央には、第１及び第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂが上下
に並べて設けられ、第１及び第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂの右側に第２大入賞口１５
Ｂが設けられている。第１及び第２の始動入賞口１４Ａ，１４Ｂの左側及び第２大入賞口
１５Ｂの右側には、一般入賞口２０が複数設けられている。また、下側流下領域Ｒ３の下
端部で第２始動入賞口１４Ｂの左右両側には、上記入賞口１４Ａ，１４Ｂ，１５Ａ，１５
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Ｂ，２０の何れにも入賞しなかった遊技球を遊技領域Ｒ１の外側に排出するためのアウト
口１６，１６が設けられている。
【００２５】
　遊技領域Ｒ１の全体には、遊技球の流下方向をランダムに変更するための障害釘１７が
多数植設されている。
【００２６】
　ところで、本実施形態の遊技機１０では、表示装飾枠２３のうち遊技領域内突壁４０の
左上部が、上側案内部４１から左下がりに傾斜した直線部４２、左上円弧部４３、左サイ
ド部４５を有していて、第２レール１２Ｂの円弧状案内部１２Ｄとこれに対向する直線部
４２及び左上円弧部４３との間に、進入口１２Ｋから撃ち出された遊技球を受け入れる球
導入領域Ｒ５が形成されている。球導入領域Ｒ５に受け入れられた遊技球は、障害釘１７
に衝突しながら下方へと流下するか又は直線部４２及び左上円弧部４３上を転動するかし
て左側流下領域Ｒ２へと流下する。以下、各部位について詳説する。
【００２７】
　図４に示すように、遊技領域内突壁４０のうち直線部４２から左サイド部４５の範囲に
かけては、フランジ部４７Ｆが設けられている。フランジ部４７Ｆは、遊技球１球分程度
、上方に張り出しかつ遊技板１１の前面に敷設され、フランジ部４７Ｆ部分は障害釘１７
を有さない構成になっている（図２参照）。また、フランジ部４７Ｆには、その上端部及
び下端部に遊技板１１へのビス留め用のビス孔４０Ｈ，４０Ｈが形成されている。
【００２８】
　図２に示すように、左サイド部４５は、ガイドレール１２のうち進入口１２Ｋから下方
に延びる円弧状の円弧レール１２Ｅと同心をなして並行に延びている。左サイド部４５と
円弧レール１２Ｅとは遊技球２球分以上の間隔を空けて対向し、この左サイド部４５と円
弧レール１２Ｅとの間が本発明に係る特定領域Ｓ２になっている。なお、板支持部５０及
び第１レール１２Ａの円弧状に延びる部分が、本発明に係る円弧レール１２Ｅに相当する
。
【００２９】
　図４に示すように、左上円弧部４３は、左サイド部４５を延長してなる架空基準線Ｋ１
を中心として架空基準線Ｋ１に沿って延びた遊技球２球分の幅の架空領域Ｓ１内で左上が
りに傾斜して延びている。また、左上円弧部４３は、２つの円弧を連ねてなり、上流側の
第１円弧部４３Ａと下流側の第２円弧部４３Ｂとから構成されている。これら第１及び第
２の円弧部４３Ａ，４３Ｂは、球導入領域Ｒ５に向かって膨出し、曲率が同程度に設定さ
れている一方、長さが第２円弧部４３Ｂの方が第２円弧部４３Ａに比べて長く設定されて
いる。なお、左上円弧部４３が、本発明に係る「左上傾斜部」に相当する。本実施形態で
は、左上円弧部４３が２つの円弧から構成されていたが、１つの円弧であってもよい。
【００３０】
　直線部４２は、上側案内部４１と第１円弧部４３Ａとの間を連絡し、直線状に延びてい
る。また、直線部４２は、左上円弧部４３全体の勾配より急勾配でかつ始端部から終端部
までの長さが第１及び第２の円弧部４３Ａ，４３Ｂより短く設定されている。なお、直線
部４２は直線状に限らず、凹状又は凸状の曲線で構成されていてもよい。
【００３１】
　さて、本実施形態では、左上円弧部４３と左サイド部４５との間が、本発明に係る段差
傾斜部４４にて連絡されている。段差傾斜部４４は、第２円弧部４３Ｂの終端部から直線
状に左下がりに傾斜して延び、その勾配θ１は、左上円弧部４３全体の勾配より緩やかに
構成され、約５～４５度の範囲に設定することで遊技球に付与する流下速度を抑えつつ、
遊技球が下方に流れ易い構成となっている。また、段差傾斜部４４は、第２円弧部４３Ｂ
と段差傾斜部４４との一端側の交点から左サイド部４５と段差傾斜部４４との他端側の交
点までの長さＬ１（第２円弧部４３Ｂを延長した架空円弧線と段差傾斜部４４を延長して
なる段差基準線Ｋ２との交点から段差傾斜部４４の終端部までの長さＬ１）が約５．５～
１１［ｍｍ］に設定されている。つまり、段差傾斜部４５は、少なくとも遊技球の半径以
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上に構成されていればよい。これにより、左上円弧部４３上を転動した遊技球が段差傾斜
部４４に至ると、段差傾斜部４４に衝突して遊技球の流下速度が落ちるので、段差傾斜部
４４から特定領域Ｓ２へと流下する遊技球の流下速度が抑えられる。
【００３２】
　また、本実施形態では、直線部４２と第１円弧部４３Ａとの間及び第１円弧部４３Ａと
第２円弧部４３Ｂとの間に第１及び第２の窪み部４６Ａ，４６Ｂが形成されている。これ
により、段差傾斜部４４へと向かう遊技球の流下速度を第１及び第２の窪み部４６Ａ，４
６Ｂによって抑えたり又は加速させることが可能となっている。なお、本実施形態では、
直線部４２と第１円弧部４３Ａとの交差部（第１窪み部４６Ａ）、第１円弧部４３Ａと第
２円弧部４３Ｂとの交差部（第２窪み部４６Ｂ）、及び、第２円弧部４３Ｂと段差傾斜部
４４との交差部は、湾曲面にて連絡されている。
【００３３】
　図５に示すように、特定領域Ｓ２には、フランジ部４７Ｆの外縁部に沿って複数の障害
釘１７が植設され、これら障害釘１７群のうち最上部に位置する障害釘１７が、本発明に
係る特定釘１７Ｋになっている。特定領域Ｓ２に流下してきた遊技球は、特定釘１７Ｋを
境に、円弧レール１２Ｅと障害釘１７群との間の外側流路と、障害釘１７群と左サイド部
４５との間の内側流路とに振り分けられる。また、特定釘１７Ｋは段差基準線Ｋ２より僅
かに下方に配置されていて、段差傾斜部４４から流下した遊技球が、直接、外側流路又は
内側流路へと流下するか、特定釘１７Ｋを掠めて外側流路又は内側流路に分岐して流下す
るようになっている。なお、図５及び図６には、障害釘１７のヘッド部１７Ｈが実線で示
され、シャフト部１７Ｓが破線で示されている。
【００３４】
　また、段差傾斜部４４は、板支持部５０との対向位置に配置されている。詳細には、板
支持部５０は、ベース部材５１と、可撓規制板１２Ｌを支持する支持部材５２とから構成
されている。ベース部材５１は、平面形状が略長方形をなし、ビスにて遊技板１１に固定
されている。ベース部材５１の下端寄り位置には前方に突出した円筒部５１Ｊが設けられ
、支持部材５２の係合部５２Ｊと凹凸係合して、支持部材５２がベース部材５１に対して
揺動可能に支持されている。
【００３５】
　支持部材５２には、係合部５２Ｊから板支持片５２Ａとフック部５２Ｂとが突出してい
る。これら板支持片５２Ａ及びフック部５２Ｂは、円弧レール１２Ｅの円弧に沿って右上
がりに傾斜し、板支持片５２Ａが第１レール１２Ａの遊技領域Ｒ１側の側面より外側に配
置されて比較的長く延びる一方、フック部５２Ｂが第１レール１２Ａの遊技領域Ｒ１側の
側面より内側に配置されて比較的短く延びた後、板支持片５２Ａ側に屈曲している。そし
て、板支持片５２Ａとフック部５２Ｂとの間のＬ字状の溝部分に可撓規制板１２Ｌの下側
部分が係止されて、板支持片５２Ａの先端から延びる可撓規制板１２Ｌの上側部分が可撓
可能に支持されている。
【００３６】
　これら構成により、板支持部５０のうち、フック部５２Ｂが左サイド部４５の上端部分
と対向するように配置される一方、フック部５２Ｂより上方に延びた板支持片５２Ａが段
差傾斜部４４と対向するように配置されている。そして、板支持部５０と左サイド部４５
の上端部分との間に絞り部Ｓ４が形成され、フック部５２Ｂより上方に延びた板支持片５
２Ａと段差傾斜部４４との間に拡張部Ｓ３が形成されている。絞り部Ｓ４及び拡張部Ｓ３
は、共に障害釘１７を有さない釘無し領域になっていて、特定領域Ｓ２へと向かう遊技球
の球詰まりを抑制することができる。また、障害釘１７を有していないので、遊技球の流
下方向の自由度が高く、流下時の接触などにより任意の流下態様とすることができる。さ
らに、拡張部Ｓ３は最も幅が広いところで遊技球３球分以上４球分未満の幅となっている
のに対し、絞り部Ｓ４は遊技球２球分以上３球分未満の幅になっているので、特定領域Ｓ
２に進入した遊技球の流下速度を絞り部Ｓ４にて落とすことができ、遊技球が特定釘１７
Ｋに衝突した場合の特定釘１７Ｋにかかる負荷を軽減することができる。
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【００３７】
　パチンコ遊技機１０の構成に関する説明は以上である。次に、パチンコ遊技機１０の作
用効果について説明する。
【００３８】
　操作ハンドル２８の回動操作により左側流下領域Ｒ２に向けて遊技球が撃ち込まれると
、図６に示すように、遊技球が進入口１２Ｋから円弧状案内部１２Ｄによって右斜め上方
に案内され、球導入領域Ｒ５に受け入れられる。受け入れられた遊技球は、球導入領域Ｒ
５に植設された複数の障害釘１７に衝突してジグザグに流下するか、又は、障害釘１７に
衝突してもしくは直接、左上円弧部４３に衝突して、遊技領域内突壁４０上を転動するな
どして特定領域Ｓ２へと向かう。
【００３９】
　ところで、これら遊技球のうち、遊技領域内突壁４０上を転動した遊技球は、左下がり
に傾斜した直線部４２及び左上円弧部４３により流下速度が比較的速い状態で特定釘１７
Ｋへ向かうことが考えられる。これに対し、本実施形態では、左上円弧部４３と左サイド
部４５との間に、左上円弧部４３全体の勾配より緩やかな段差傾斜部４４が設けられてい
るので、遊技領域内突壁４０上を転動した遊技球が段差傾斜部４４に至ると、段差傾斜部
４４に衝突して遊技球の流下速度が落ちる。これにより、遊技領域内突壁４０から特定領
域Ｓ２へと流下する遊技球の流下速度を抑えることが可能となり、特定釘１７Ｋにかかる
負荷を軽減して、特定釘１７Ｋの破損や緩みを防止することが可能となる。
【００４０】
　また、本実施形態では、特定領域Ｓ２の上端部に拡張部Ｓ３より幅狭な絞り部Ｓ４を設
けたので、絞り部Ｓ４にて遊技球の流下速度を落とすことが可能となる。これに加えて、
拡張部Ｓ３において障害釘１７を有さない構成としたので、特定領域Ｓ２へと向かう遊技
球の球詰まりを抑制することができる。また、遊技球の流下方向の自由度が高く、流下時
の接触などにより任意の流下態様とすることができるので、遊技球同士が衝突した場合に
遊技球の流下速度が落とされる。
【００４１】
　さらに、本実施形態では、特定領域Ｓ２に植設された障害釘１７のうち、最上部に位置
する特定釘１７Ｋを段差基準線Ｋ２より下方に配置したので、遊技球が、直接、外側流路
又は内側流路へと流下するか、特定釘１７Ｋを掠めて外側流路又は内側流路に分岐して流
下するようになっているので、特定釘１７Ｋにかかる負荷を軽減することができる。
【００４２】
　このように、本実施形態によれば、遊技領域内突壁４０から特定領域Ｓ２へと流下する
遊技球の流下速度を抑えることができると共に、特定領域Ｓ２の上端部（絞り部Ｓ４）で
遊技球の流下速度を落とすことができるので、特定釘１７Ｋにかかる負荷を軽減すること
が可能となる。
【００４３】
　また、本実施形態では、従来、遊技領域内突壁の左上部を表示開口側に膨出させて凹部
としていた部分を、ガイドレール１２に向かって膨出させたので、従来より表示開口１１
Ｈを大きくとることが可能となる。これにより、表示画面３０Ｇの大型化に対応可能であ
ると共に、可動役物の配置の自由度を高めることが可能となる。
【００４４】
　さらに、本実施形態では、直線部４２と第１円弧部４３Ａとの間及び第１円弧部４３Ａ
と第２円弧部４３Ｂとの間に第１及び第２の窪み部４６Ａ，４６Ｂが設けられているので
、遊技領域内突壁４０上を流下する遊技球の流下速度を落としたり加速させたりすること
ができる。これにより、遊技領域内突壁４０上を流下する遊技球の流下態様の趣向性を高
めることが可能となる。
【００４５】
　［他の実施形態］
　本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下に説明するような実
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施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で
種々変更して実施することができる。
【００４６】
　（１）前記実施形態では、本発明に係る左上傾斜部が第１円弧部４３Ａと第２円弧部４
３Ｂとから構成されていたが、架空領域Ｓ１内に収まり、下方側に向けて流下できるので
あれば、円弧は一つであってもよいし、３つ以上であってもよい。
【００４７】
　（２）また、左上傾斜部は円弧に限るものではく、図７に示す遊技領域内突壁４０Ｖの
ように、左上傾斜部４３Ｖが直線状に延びてガイドレール１２側に屈曲して延びた形状で
あってもよい。
【００４８】
　（３）さらに、左上傾斜部は架空領域Ｓ１内に収まればよく、図８に示す遊技領域内突
壁４０Ｗのように、左上傾斜部４３Ｗに部分的に表示開口１１Ｈ側に膨出した凹部４３Ｃ
を有する構成であってもよい。
【００４９】
　（４）前記実施形態では、左サイド部４５が円弧状であったが、図９に示す遊技領域内
突壁４０Ｘに示すように、左サイド部４５Ｘが直線状をなし、左サイド部４５Ｘを延長し
てなる架空基準線Ｋ１を中心とした架空領域Ｓ１内に左上円弧部４３が配置された構成で
あってもよい。
【００５０】
　（５）前記実施形態では、特定釘１７Ｋが段差基準線Ｋ２より下方に配置されていたが
、段差基準線Ｋ２上であってもよい。
【００５１】
　（６）前記実施形態では、段差傾斜部４４が板支持部５０と対向する位置（段差傾斜部
４４が進入口１２Ｋより下側）に配置されていたが、段差傾斜部４４を板支持部５０より
下方又は上方にずらして配置した構成であってもよい。
【００５２】
　（７）前記実施形態では、拡張部Ｓ３に障害釘１７を有さない構成になっていたが、障
害釘１７を設けた構成であってもよい。
【００５３】
　（８）前記実施形態では、遊技領域内突壁４０が表示装置３０を囲む枠形状になってい
たが、遊技領域内突壁４０は枠形状に限るものではない。また、表示装置３０以外のもの
を囲む構成であってもよい。
【００５４】
　（９）本発明には含まれないが、遊技領域内突壁４０の左外側面以外の、例えば、右外
側面に本発明の左上傾斜部、左サイド円弧部に相当する右上傾斜部、右サイド円弧部を設
け、これら右上傾斜部と右サイド円弧部との間を段差傾斜部で連絡する構成であってもよ
い。

　なお、上記実施形態及び他の実施形態には、以下に示す[特徴１]～[特徴４]が含まれて
いる。

　[特徴１]
　遊技球が流下可能な遊技領域を前面に備え、複数の釘が打ち込まれた遊技板と、
　前記遊技領域を包囲する包囲壁と、
　前記遊技領域内に遊技球を進入させるための進入部と、
　前記包囲壁の一部をなし、前記進入部から下方へ円弧状に延びた円弧レールと、
　前記遊技板の前面から突出し、前記遊技領域の上部に打ち込まれた遊技球を下方へと案
内可能な遊技領域内突壁と、を備えた遊技機において、
　前記遊技領域内突壁の左外側面には、
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　前記円弧レールと並んで延びる左サイド部と、
　前記左サイド部を右上方へ延長してなる架空基準線を中心として前記架空基準線に沿っ
て延びた遊技球２球分の幅の架空領域内で左下がりに傾斜した左上傾斜部と、
　前記左サイド部と前記左上傾斜部との間を接続し、前記左上傾斜部全体の勾配より緩い
勾配で左下がりに傾斜した段差傾斜部と、が備えられ、
　前記円弧レールと前記左サイド部との間の特定領域に配設された前記複数の釘のうち最
上部に位置する特定釘は、前記段差傾斜部を左下方に延長してなる段差基準線上、又は、
前記段差基準線の下方に配置されている、遊技機。

　特徴１によれば、左上傾斜部が左上傾斜部より勾配の緩い段差傾斜部に連絡しているの
で、左上傾斜部上を転動した遊技球が段差傾斜部に至ると、段差傾斜部に衝突して遊技球
の流下速度が落ちる。これにより、遊技領域内突壁から特定領域へと流下する遊技球の流
下速度を抑えることが可能となり、特定釘にかかる負荷を軽減することが可能となる。

　[特徴２]
　前記段差傾斜部は前記進入部より下方に位置する、特徴１に記載の遊技機。

　段差傾斜部は、進入部より上方に位置する構成でもよいし、特徴２のように、進入部よ
り下方に位置する構成であってもよい。特徴２によれば、進入部から遊技領域に撃ち出さ
れ、下方に流下してスピードに乗った状態の遊技球の流下速度を段差傾斜部で落とすこと
ができるので、遊技球の緩急により趣向性の高い流下態様とすることが可能となる。

　[特徴３]
　前記円弧レールの上端寄り位置には、前記円弧レールの上端部から前記進入部側に張り
出して前記遊技領域から前記進入部へ遊技球が逆流することを規制する可撓規制板を支持
する板支持部が設けられ、
　前記板支持部は、その右端面が前記円弧レールが描く円弧に沿って、かつ、前記左サイ
ド部の上端部と対向し、
　前記遊技領域は、前記板支持部と前記左サイド部の上端部との間に形成された絞り部と
、前記絞り部の上流側に位置し、前記円弧レールの上端部と前記段差傾斜部との間に形成
された拡張部と、を有している、特徴１又は２に記載の遊技機。

　特徴３によれば、拡張部を流下する遊技球が拡張部より幅狭な絞り部を通って特定領域
へ流れ込むので、絞り部に流下する際に遊技球の流下速度を落とすことが可能となる。

　[特徴４]
　前記拡張部には釘が配設されていない、特徴３に記載の遊技機。

　特徴４によれば、拡張部における遊技球の流下態様を任意にすることが可能となる。
【符号の説明】
【００５５】
　１０　　パチンコ遊技機
　１１　　遊技板
　１２　　ガイドレール（包囲壁）
　１２Ｅ　　円弧レール
　１２Ｋ　　進入口（進入部）
　１２Ｌ　　可撓規制板
　１７Ｋ　　特定釘
　４０，４０Ｖ，４０Ｗ，４０Ｘ　　遊技領域内突壁
　４１　　上側案内部
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　４２　　直線部
　４３　　左上円弧部（左上傾斜部）
　４３Ａ　　第１円弧部
　４３Ｂ　　第２円弧部
　４４　　段差傾斜部
　４５，４５Ｘ　　左サイド部
　５０　　板支持部
　Ｋ１　　架空基準線
　Ｋ２　　段差基準線
　Ｒ１　　遊技領域
　Ｒ５　　球導入領域
　Ｓ１　　架空領域
　Ｓ２　　特定領域
　Ｓ３　　拡張部
　Ｓ４　　絞り部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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